
（6）行為により発生したゴミはすべて持ち帰ってください。

（7）車両の乗入れは、事前に許可を得てください。

（1）使用物件に関する権利の譲渡、使用物件の転貸又は使用物件の改変はできません。

（2）使用物件の修繕については、書面により申し出て指定管理者の承認が必要です。

（1）指定管理者において公共の用に供するため使用物件を必要とするとき

（2）行為者が本許可の条件に違反したとき

（3）行為者から行為辞退の申し入れがあったとき

許　　可　　条　　件
１．使用条件

（4）上記の理由により、当該承認の取り消し、又は当該承認に係る施設の利用の禁止に伴い申
　　 請者側に費用負担が生じた場合、指定管理者は一切の責任を負いません。

（1）行為目的以外の目的に使用することはできません。

（2）管理については公園緑地課及び指定管理者の指示に従ってください。

（3）日常の管理は行為者が行うものとし、使用物件の維持保全、火災予防等に万全を期し、使
　　 用物件を損傷しないように留意してください。

（4）使用物件を損傷した場合は、行為者の責と負担において復旧してください。

（5）第三者との間に紛争を生じた場合は、行為者の責と負担において解決してください。

（8）行為中に発生した事故への対応及び責任については,許可を得た者が行ってください。

（9）他の公園利用者の迷惑又は不快と感じる行為は一切しないでください。

２．岡崎市暴力団排除条例について

（1）指定管理者は当該条例第７条の規定により、公の施設が暴力団の利益となる活動に
　　 利用されることを認めておりません。

 (2) 利用の承認をするに当たり、又は利用の承認をした後に、この申請に係る施設の利用が暴
　　 力団の利益となるかどうかについて、岡崎警察署長に申請者の住所、氏名、電話番号その
　　 他の申請者に記載されている情報を提供して、その意見を聞くことがあります。

（3）利用の承認をした後に、当該承認に係る行為が暴力団の利益となる行為に該当することが
　　 明らかになった場合は、当該承認を取り消し、又は利用を禁止することがあります。

３．権利の譲渡等

４．使用期間中であっても次の一に該当すると認めるときは本許可を取消します。
    また、撤去・移設・現状回復の費用は、行為者が全額負担するものとします。

５．既納の使用料については、指定管理者において特別の事情がない限り還付をしません。

６．行為者は行為期間満了又は４項の規定によって使用物件を返還する場合には、行為者の負担に
　　おいてすみやかに原状回復のうえ、指定管理者に報告し、必要に応じて完了検査を受けてくだ
    さい。

７．行為者は前項の規定によって使用物件を返還する場合は、その取消によって生じた損害又は使
　　用物件に投じた修繕費等の費用があっても、これを請求することはできません。

８．本許可書に定めのない事項については、岡崎市都市公園管理条例及び都市公園管理規則の定め
　　によります。


